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 ○ 所管事項の報告について 

１ 指定管理者候補者の選定について（福祉公民館及び福祉体育館） 

２ 八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について 

３ 八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 

等を定める条例の一部改正（案）の概要について 

４ 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改 

正（案）の概要について 

５ 八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部改正（案）の概要について 

６ 八戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例の制定に係る専決処分について 

７ 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について 

８ 八戸市印鑑条例の一部改正（案）の概要について 

９ 八戸市自動車臨時運行許可申請のオンライン化について 

10 指定ごみ袋の買入れについて 

 

日時 令和７年 11 月 21 日(金) 

   午前 10 時 

場所 第三委員会室 



 

指定管理者候補者の選定について 

（福祉公民館及び福祉体育館） 

 

  八戸市福祉公民館及び八戸福祉体育館の指定管理者の公募を行った結果、１団体から

応募があり、八戸市指定管理者選定委員会（福祉部）での審査を経て、下記のとおり指

定管理者候補者を選定した。 

 

１  対象施設 

   八戸市福祉公民館及び八戸福祉体育館 

 

２  指定管理者候補者 

   三八五交通株式会社 代表取締役 小笠原 修 

※ 指定管理者としての指定は、議会の議決を要件とすることから、令和７年 12 月        

市議会定例会での指定議案議決後に行うものである｡ 
 

３  指定の期間 

   令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで 

 

４ 指定管理料の提案額（５年間分） 

  191,174千円 （市が提示した上限額 191,174千円） 

（現在の指定管理料（５年間分）164,324千円） 

※ 主な増額理由：人件費及び光熱水費等の上昇。 

※ 今後、候補者と協議の上、指定管理料を決定する。 

 

５  公募・選定の概要 

(1) 選定までの経過 

令和７年７月 18日（金）          募集要項の公表 

令和２年８月５日 （火）          公募説明会・現地見学会 

令和２年８月 26日（火）～９月 10日（水） 申請受付 

令和２年９月 25日（木）          指定管理者選定委員会の開催 

                      ※ 書類審査及びヒアリング 

(2) 応募団体数 

１団体（内訳：株式会社（１）） 

(3) 選定結果 

      指定管理者選定委員会（外部委員３名を含む６名で構成）において、選定基準（別

紙１参照）に基づいて審査した結果、三八五交通株式会社が総合的に優れていると

評価されたため、当該団体を指定管理者の候補者とした。（選定評価表は別紙２参照） 

民生環境協議会資料 
令和７年 11月 21日 
福祉部福祉政策課 
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指定管理者
候補者

（三八五交通株式会社）

①
市民の平等な利用が確保される
ものであること

（10点） 60点 46点
・施設の設置目的及び法令、管理の基準を理解しており、適切な運営が期
待できる。

②
公の施設の効用を効果的に発揮
させるものであること

（30点） 180点 141点

・ホームページの開設、SNSの活用等、施設利用の拡大に向けた宣伝・広報
活動が適切である。
・利用者への安全確保のほか、利用者ご要望ボックスの設置、アンケート用
紙の配置等により、施設利用者のニーズ・クレームを把握する体制が整備さ
れている。
・自主事業の計画が施設の設置目的を踏まえた効果的なものとなっている。

③
管理に要する経費の縮減を図る
ものであること

（25点） 150点 122点

191,174

④
管理を安定して行う能力を有するもの
であること

（30点） 180点 150点
・施設を安定的に管理・運営できる財政的基盤が整っている。
・当該施設の運営を熟知した経験者が今後も引き続き運営に携わることと
なっており、管理運営に関する人的体制が整っている。

⑤
市の重要施策が推進されるものである
こと（一律加点）

（5点） 30点 30点
・本部・本社等の所在地が八戸市内にある。
・当該施設における障がい者雇用計画がある。
・協働のまちづくりの推進に有効な定期的計画がある。

600点 489点

・管理運営に要する経費の積算及び、使用料収入の目標額は適切である。
・収支計画と事業計画が整合し、かつ、実現可能な計画である。

指定管理料基準額及び提案額（5年間）／単位：千円

合計点
600点(委員6人×100点)

八戸市福祉公民館・八戸福祉体育館施設指定管理者候補者の選定評価表

選定基準（配点） 満点 指定管理者候補者の提案に対する評価内容

別紙２



 

 

 

 

八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例の制定に係る専決処分について 

 

 

 
１ 理由 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴

い、規定の整理をするもの。 

 

 

 
２ 改正の内容 
⑴ 概要 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が改正され、

条例で引用している「治験」が、同法第２条第 17項から第 18項に繰下げられる。 

 

⑵ 施行期日 

  令和７年 11月 20日 

 

 

 
３ 処分年月日   令和７年 11月４日 
  

 

民 生 環 境 協 議 会 
令和７年 11 月 21 日 
福祉部介護保険課 



 

 

 

 

八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部改正（案）の概要について 

 

 

 

１ 改正理由 

  国の基準省令の一部改正に伴い、同省令に基づいて定めた条例の健康診断に係る規定の一部

改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

母子保健法に規定する乳幼児に対する健康診査の内容が、児童発達支援センターである指定

児童発達支援事業者が行う健康診断の全部又は一部に相当すると認められ、かつ、当該事業者

がその結果を把握するときは、健康診断の全部又は一部を行わないことができることとするよ

う改正するもの。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

母子保健法に規定する乳幼児に対する健康診査の内容が、指定児童発達支援事業所等に通所する

児童に対する通所開始時の健康診断、定期の健康診断及び臨時の健康診断の全部又は一部に相当

すると認められ、かつ、指定児童発達支援事業者等がその結果を把握するときは、当該健康診断

の全部又は一部を行わないことができることとするよう改正するもの。 

 

 

 

 

 

民生環境協議会資料 
令和７年 11 月 21 日 
福祉部障がい福祉課 



 

 

 

 

 

八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正（案）の 

概要について 

 

１ 改正する条例 

（１）八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（２）八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

２ 改正の理由 

  国の基準省令の一部改正に伴い、当市においても八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部改正を行うもの。 

 

３ 改正の概要 

① 母子生活支援施設の長等の任用要件に係る改正（改正する条例：（１）） 

母子生活支援施設の長及び母子支援員の任用要件にこども家庭ソーシャルワーカーの資格

を有する者を追加する。 

 

② 乳幼児に対する健康診断に係る改正（改正する条例：（１）、（２）） 

母子保健法に規定する乳幼児に対する健康診査の内容が、保育所等の健康診断の全部又は一

部に相当すると認められ、かつ、保育所等の長等がその結果を把握するときは、当該健康診断

の全部又は一部を行わないことができることとするよう改正するもの。 

 

③ 規定の整備（改正する条例：（１）、（２）） 

児童福祉法「第 33 条の 10 各号」が「第 33 条の 10 第１項各号」に改正されたことに伴い、

八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等において引用している同法

の条項ずれを改正するもの。 

 

４ 施行期日 

３①  令和８年３月１日 

３②③ 公布の日 

民 生 環 境 協 議 会 資 料 

令 和 ７ 年 1 1 月 2 1 日 

こども健康部こども未来課 



 

 

 

 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）の一部改正に伴

い、規定の整理をするため、地方自治法第 180 条第１項の規定により専決処分したもの。 

 

 

 

   乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例第 13条で引用する

児童福祉法「第 33条の 10 各号」が「第 33条の 10 第１項各号」になるため、条項ずれについ

て所要の整理を行うもの。 

 

公布の日から施行する。 

 

 

令和７年 11月 10 日 

民 生 環 境 協 議 会 資 料 
令 和 ７ 年 1 1 月 2 1 日 

こども健康部こども未来課 



 

 

八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について 

 

 

 

１ 改正の理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、規定の

整理をするため、地方自治法第 180条第 1項の規定により専決処分したもの。 

 

２ 改正の概要 

  八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例内で引

用する関係法令の規定について条項ずれが生じたため、第 12条中「第 33条の 10

各号」を「第 33条の 10第 1項各号」に改めるもの。 

 

３ 施行期日 

令和７年 10月１日 

 

４ 処分年月日 

令和７年９月 24日 

 

民 生 環 境 協 議 会 資 料 

令和 7 年 1 1 月 2 1 日 

こども健康部子育て支援課 



 

 

 

 

八戸市印鑑条例の一部改正（案）の概要について 

 

 

１ 改正の理由 

市庁本館１階及び八戸西郵便局にキオスク端末を設置し、コンビニエンスストア等に設置さ

れている端末と同様に、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取得できるサービ

スを開始する予定としている。 

そこで、現行の八戸市印鑑条例では、印鑑登録証明書の交付対象を民間事業者が設置するキ

オスク端末に限定していることから、市が設置事業者となるキオスク端末においても印鑑登録

証明書を交付できるよう、条例の改正を行うものである。 

 

 

２ 改正の内容 

現行の八戸市印鑑条例では、キオスク端末による印鑑登録証明書の交付が民間事業者の設置

端末に限定されているため、規定の整備を行う。 

 

 

３ 施行日 

令和８年２月２日 

 

民生環境協議会資料 

令和 7 年 11 月 21 日 

市 民 環 境 部 市 民 課 



 

 

 

 

八戸市自動車臨時運行許可申請のオンライン化について  

 

１ 概要 

当該申請については、市民課窓口での申請としていたが、オンラインでの事前申請も可能

とした。 

 

２ 利用方法 

   許可証等受取希望日の前日午後３時までに、パソコンやスマートフォンを活用し、はちのへ

スマート窓口のオンライン申請サービスから申請を行う。申請時には、車検証等の画像データ

の添付が必要となる。許可証等の受取は市民課窓口で、車検証等の原本を確認し、交付する。 

 

３ 利用開始日 

令和７年１０月２９日（水） 

 

４ 周知方法 

広報はちのへ３月号（２月発行）、ホームページ、市民課窓口 

 

５ 自動車臨時運行許可件数 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

2,092 1,931 1,764 1,667 1,719 919 

                               ※令和７年度９月末現在 

民生環境協議会資料 
令 和 ７ 年 1 1 月 2 1 日 
市 民 環 境 部 市 民 課 



 

 
指定ごみ袋の買入れについて 

 

 ごみ減量施策の一環である、家庭ごみの有料収集制度を継続するために買い入れる

もの。 

また、ボランティア用については、個人や団体が行う公共の場所での清掃活動を支

援するために買い入れるもの。 

 

１ 買入品名及び数量 

品    名 数    量 

家庭系可燃物用45リットル 4,836,000 枚 

家庭系可燃物用30リットル 2,272,000 枚 

家庭系可燃物用20リットル 1,056,000 枚 

家庭系不燃物用45リットル 78,000 枚 

家庭系不燃物用30リットル 96,000 枚 

家庭系不燃物用20リットル 96,000 枚 

ボランティア不燃物用20リットル 18,000 枚 

計 8,452,000 枚 

 

２ 納品場所 

市の指定する場所 

３ 納品期限 

  令和９年３月 31日（分割納品） 

４ 買入金額 

  55,741,994円 

５ 契約者   

  八戸市沼館１―１５－９ 

  三信包装株式会社 

６ ごみ袋デザイン 

  「青の煌めきあおもり国スポ・障スポ」仕様 

民 生 環 境 協 議 会 資 料 
令和７年 1 1 月 2 1 日 

市民環境部 環境政策課 
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